
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月から、一部地区において、ごみ収集の迅速化及び効率化のため収集体制を大きく見直し

ます。このことにより、ごみの収集時間が変更となる場合がありますが、ごみ出しの時間は、従来どおり

収集日の早朝から午前８時３０分までとなります。 

  今後も適正なごみの排出に御理解、御協力をお願いいたします。 

 

◆夜にごみを出すと・・・◆ 

 ・人通りが少なくなる夜間は、ごみが持ち去られる危険性が高いです。 

ごみ出し時間を守ることで、ごみの持ち去り防止につながります。 

 ・ごみを出す音が、近所迷惑になります。 

 ・放火の危険性や、不法投棄を誘発する等の可能性が高まります。 

 

平塚市ご み通信 
発行 平塚市 環境部 環境政策課（平塚市浅間町９－１）           

TEL：0463－2１－９７６２（直通）           

（平塚市のウェブサイトではカラー版を掲載しています） 

回 覧 
 

第 ４１ 号   

令和６年４月１日発行 

ごみ出し時間を守ろう！持ち去りを防止しよう！ 

 

生ごみを活用した堆肥の作り方を学べます。

コンポスターやプランター等を使った生ごみの

処理方法を相談員が丁寧にアドバイスします。 

食品ロス削減や貧困問題の解決のため、家庭

で余っている食品を寄付いただき、「フードバン

ク湘南」を通じて生活困窮者等に届けます。 

生ごみ自家処理相談会 

 

フードドライブ 

 

◆場所：平塚市役所本館１階 多目的スペース   

◆時間：生ごみ自家処理相談会：午前１０時～午後３時 フードドライブ：午前１０時～午後１時 

 

生ごみ自家処理相談会・フードドライブ開催日程 

 

 

受付時間（従来通り）：月曜日～金曜日の平日午前８時３０分～午後５時 

 

令和６年４月１日から 

☎０４６３-７１‐５１００ 
 

粗大ごみ等・剪定枝予約受付専用ダイヤルが変更になります。 

４月１７日（水） ５月１５日（水） ６月１２日（水） ７月１０日（水） ８月２１日（水） 

９月１１日（水） １０月１６日（水） １１月１３日（水） １２月１１日（水）  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

５月連休中の粗大ごみ破砕処理場
への持ち込み予約について 

 

電話予約 

電話番号  ０４６３－２２－４５５７ 

 受付時間  平日午前９時～１２時、午後１時～５時 

          （施設への持ち込みは午後４時まで） 

  受付期間  ２週間前から持ち込む日の前の平日まで 

インターネット予約 

予約方法、予約状況はこちら  

（粗大ごみ破砕処理場ウェブページ） 

受付期間  ２週間前から前日まで（２４時間受付） 

土日祝日は年間を通じて予約が必要です。連休中

の５月１日（水）及び２日（木）は、平日でも事前予約が

必要です。なお４月２９日（月）、３０日（火）は休業日と

なります。 

 

 

粗大ごみ破砕処理場 平塚市堤町３番５号 

塗料、農薬、薬品、灯油、ガソリン、タイヤ、バ

ッテリーなどは市の施設で処理することができ

ません。ごみステーションには出さないでくだ

さい。 

処分する場合は、販売店やメーカー、処理専

門業者にお問い合わせください。道路側溝や

川、下水などに流したり、人目につかない場所

に投棄したりすることは犯罪です。絶対にしな

いでください。 

 
 タイヤ・ 

バッテリー等 

 塗料・農薬・薬品 

灯油、ガソリン等 

適正処理困難物の処理について 
 

コンポスター（生ごみ処理器）販売のお知らせ 
平塚市では、市民の皆さまにごみ減量化及び資源化に取り組んでいただくため、コンポスターの廉価販

売を行っています。仕入れ価格の上昇に伴い、令和６年４月１日から価格を変更いたしますので、御注意く

ださい。また、事業を見直したため、在庫がなくなりしだい販売終了となりますので、御承知おきください。 

◆販売場所：環境政策課（市役所本館 5階）                電話:０４６３－２１－９７６２（直通） 

      ：リサイクルプラザ（平塚市四之宮７丁目３番５号）     電話:０４６３－５１－５３０１（直通） 

 

 

 

１９０型 

４，１００円 

（4月 1日から） 

 

Ｄ７０型 

４，０００円 

（4月 1日から） 

 

１３０型 

3，６００円 

（4月 1日から） 

 

不法投棄を未然に防止するために 

 不法投棄は、犯罪です。不法投棄は、山林、河川、道路、空き地、畑、農道、ごみステーション周

辺等で多数確認されています。一般的には、「人通りが少ない」、「薄暗い」、「管理が行き届いて

いない」場所に投棄される傾向があります。「草を刈る等周辺環境を整備する」、「看板で注意喚

起をする」、「監視カメラを設置する」等が防止策となります。犯罪防止へ御協力をお願いいたし

ます。 

 

 


